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令和８年度八匝水道企業団水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和８年度八匝水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数  15,829 戸 

（２）年 間 総 給 水 量  4,200,000 ㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量  11,507 ㎥ 

（４）一 日 最 大 給 水 量  14,172 ㎥ 

（５）主 要 な 建 設 工 事  841,609 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収入 

第１款 水 道 事 業 収 益  1,426,471 千円 

第１項 営 業 収 益  932,199 千円 

第２項 営 業 外 収 益  494,271 千円 

第３項 特 別 利 益  1 千円 

支出 

第１款 水 道 事 業 費 用  1,159,224 千円 

第１項 営 業 費 用  1,132,729 千円 

第２項 営 業 外 費 用  21,394 千円 

第３項 特 別 損 失  101 千円 

第４項 予 備 費  5,000 千円 



- 2 - 

- 2 - 
 

  

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６１３，４６５

千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６８，３５９千円及び過年度分損益勘定留保資金５４５，１０６千

円で補てんするものとする。）。 

収入 

第１款 資 本 的 収 入  376,993 千円 

第１項 補 助 金  146,370 千円 

第２項 負 担 金  8,167 千円 

第３項 給水申込納付金  22,456 千円 

第４項 企 業 債  200,000 千円 

支出 

第１款 資 本 的 支 出  990,458 千円 

第１項 建 設 改 良 費  854,912 千円 

第２項 給 水 工 事 費  87,052 千円 

第３項 企 業 債 償 還 金  47,493 千円 

第４項 国庫補助金返還金  1 千円 

第５項 予 備 費  1,000 千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

 

 

 

事 項 期 間 限度額（千円） 

水道料金検討支援業務委託 令和８年度から令和９年度まで １３，２００ 
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 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

  

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業

費用及び営業外費用の間と定める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費  152,061 千円 

（２）交 際 費  50 千円 

  

（他会計からの補助金） 

第１０条 高料金対策のため組織市町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。 

（１）匝 瑳 市 一 般 会 計  183,159 千円 

（２）横芝光町一般会計  51,931 千円 

 

 

 

起債の目的 限度額(千円) 起債の方法 利率 償還の方法 

配 水 管 

更新事業 
２００，０００ 証書借入 ５．０％以内 

借入先の融資条件による。ただし

企業財政その他の都合により繰上

償還又は低利に借り換えることが

できる。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、１５，２３８千円と定める。 

 

 

  令和８年１月２２日提出 

          八匝水道企業団企業長 宮内 康幸 

 


